
　令和元年（ワ）第３３８号　損害賠償請求事件

　被告　遠藤千尋

請求原因（Ｘの主張） 抗弁（Ｙの主張） Ｘの反論

記号 摘示事項に該当する記事内容 記号 摘示事項

証拠

ア

ⅰ

イ

ウ

エ

カ

　原告　株式会社村田商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｔ
別

Ｙ：摘示事項が事実の摘示か意見ないし論
評かの別

Ｙ：主要事実が真実であることを推認させる
事情（意見ないし論評であれば，意見ないし
論評の前提とする事実が重要な部分について
真実であることを推認させる事情）

Ｘ：主要事実が真実であることの推認を妨げる
事情（意見ないし論評であれば，意見ないし論
評の前提とする事実が重要な部分について真実
であることの推認を妨げる事情）

( )=書証

[ ]=証拠

〈事〉=事実

〈失〉=過失

(
F
A
C
T
.
1
)

「村田養豚場（村田畜産/村田商店）
は、2003年頃他人の山林を侵奪し、その後
も50匹あまりの犬を放し飼いにしたり通行
人を恫喝するなどして、不法掘削した他人
地と敷地周辺の公道を実質的に占拠し続け
ています」（1頁本文3行目～6行目）

本
件
土
地
１
の
不
法
掘
削

村田養豚場に本件土
地１の掘削権限がな
いこと

「…山林を侵奪し、」
→意見ないし論評

「その後も…恫喝するなどして、」
→事実の摘示

「不法掘削…占拠し続けています」
→意見ないし論評

※ただし「摘示事項」に該当しない。

(1) 本件記事に、本件土地１の掘削のみを取り出して、村田養豚場に掘削権限がなかったと記述している箇所はない。
[被②13-14頁、被④6頁]（甲2）

(2) 原告による山林掘削工事は、本件土地１とそれ以外を区別して行われたものではなく、争点表FACT.1-ⅲで整理する通り、越境掘削はあった上、原告は越境掘削した他人地を占拠し続けている。
[被②13頁、被④6頁]

(1)平成２４年４月、本件土地１の賃借権には、
本件土地１の掘削権が含まれているから、〈村
田商店代表乙の父〉の不法掘削は存しないとの
民事裁判が確定している。

甲5，6

（２）被告は、本件土地１について、「それの
みを取り出して」「それ以外と区別して」記述
していないと主張するが、それだからといって
、本件土地１の不法掘削の虚偽性が失われるわ
けではない。アエの「２００３年頃」という時
期の記載、及び、カの「東鳴川のＣさんの先代
が・・・賃貸していた」「借りている土地を突
如削り始めた」との賃借地の記載からして、本
件土地１の不法掘削が事実摘示されていること
は明らかであるから、虚偽の事実記載である。

「これら村田養豚場による不法行為や迷惑
行為」（1頁本文8行目～9行目）

意見ないし論評

※ただし「摘示事項」に該当しない。

「山林侵奪　他人地占拠」（2頁表題）

（３）カについては、民事裁判で、不法掘削で
ないことが確定しているにもかかわらず、「こ
の件は裁判になっています」とのみ事実適示す
ることは、その文脈からして、不法掘削を問責
する裁判が続いていることを示すものであるか
ら、虚偽の事実摘示である。

「2003年頃他人の山林を掘削・侵奪し、そ
の後も不法掘削した他人地を実質的に占拠
し続けています」（2頁本文1行目～3行目）

村田養豚場に本件土
地１の掘削権限がな
いことを認識してい
たこと、または、認
識すべきであったこ
と

甲5，6

「東鳴川のＣさんの先代が、村田氏の先代
にこの山林を賃貸していました。両方の先
代がほぼ同時期に亡くなった後、現在の農
場主が「どのように使ってもいいという約
束で先代から借りた」として、借りている
山林を突如削り始めたのです。この件は裁
判になっています」（3頁本文5行目～8行目
）

事実の摘示

※ただし「摘示事項」に該当しない。

(3) 〈村田商店代表乙の父〉による山林掘削が、〈東鳴川Ｃ〉にとって不本意な工事であったことを示すため、原告も認めているように、事実のみを摘示したものである。
[被②13-14頁]（甲5・甲6=裁判はあった）
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「村田養豚場（村田畜産/村田商店）
は、2003年頃他人の山林を侵奪し、その後
も50匹あまりの犬を放し飼いにしたり通行
人を恫喝するなどして、不法掘削した他人
地と敷地周辺の公道を実質的に占拠し続け
ています」（1頁本文3行目～6行目）

本
件
土
地
１
の
不
法
占
拠

村田養豚場には、本
件土地１の占有権原
がないこと

「…山林を侵奪し、」
→意見ないし論評

「その後も…恫喝するなどして、」
→事実の摘示

「不法掘削…占拠し続けています」
→意見ないし論評

※ただし「摘示事項」に該当しない。 （４）民事裁判において、〈村田商店代表乙の
父〉は、不法掘削の本訴に対して、反訴して、
賃貸借契約の解除を主張した。しかし、〈村田
商店代表乙の父〉の掘削の正当権限が認められ
ると共に、それが認められる以上、契約解除の
理由がないとされ、〈村田商店代表乙の父〉の
解除も無効とされた。以降、賃貸借契約当事者
間のいずれからも、契約解除の意思表示はなさ
れていない。
従って、賃貸借契約は解除されていない。

（５）原告は、以降、現在まで、継続して、本
件１土地を養豚場の敷地として使用し続けてい
る。

（６）その間、〈東鳴川Ｃ〉は、口頭でも，文
書でも，一度たりとも、原告に対して、本件土
地１の明け渡しを求めたことはない。

（７）かえって、平成２８年ころ、〈東鳴川Ｃ
〉は、下記の通り、賃貸借継続か売買かの考慮
中に、〈村田商店代表乙〉に対して、「とりあ
えず、ねえちゃん、勝手に使っており・・・」
と言い、本件土地１の原告による使用を承諾し
ている。

（８）その間、賃料を全額支払ってはいないが
、一部供託し、また、元年８月８日には、一部
賃料の授受も行われた。一旦解除された賃貸借
契約が新規に契約締結された事情はないのだか
ら、賃貸借契約は継続していたことを示す。

（９）賃料の授受がなかったのは、賃貸借継続
か売買かの交渉が続けられていたからで、その
間の事情は次の通りである。
ａ)平成２５年１０月２５日までは、〈東鳴川Ｃ
〉が借入金のため建設会社の担保を付けていた
ので、売買契約ができなく、話が進まなかった
。
ｂ)平成２５年１０月２５日に上記担保が抹消さ
れた以降は、共産党議員や〈加茂町Ｂ〉氏から
、圧力を掛けられ、「村田には売らない、貸さ
ない」という書面をとられていたので、〈東鳴
川Ｃ〉は、本件土地１の処分に躊躇していた。
ｃ)平成３１年５月頃、〈東鳴川Ｃ〉は弁護士に
相談して、「売らない、貸さない」と言った書
面は法的に効力がないと言われ、安心できて、
令和元年８月２７日に、〈村田商店代表乙〉に
本件土地１を売却した。このabcの経過は、賃料
の授受がなくとも，原告と〈東鳴川Ｃ〉の賃貸
借契約の継続を示している。

甲6

甲12の1乃
至3

「これら村田養豚場による不法行為や迷惑
行為」（1頁本文8行目～9行目）

(4)〈事・失〉平成１７（２００５）年２月以降、〈東鳴川Ｃ〉は、本件土地１賃貸借契約に基づく〈村田商店代表乙の父〉からの賃料支払いを拒否しており、〈東鳴川Ｃ〉が本件賃貸借契約の解
消を望んでいたのは明らかである。
[被①17-18頁、被④7頁]（甲5:6頁、甲6:7頁）

(5)〈事・失〉平成２０（２００８）年７月頃、木津川市からの問い合わせに対し、〈東鳴川Ｃ〉は「内容は土地の明け渡しに関して双方の借地契約書の借地期限の違いから調停が行われ、不成立
になった。相手の契約書の借地期限の切れる来年（２００９年）２月まで静観をしたい」旨述べた。
[被①18頁、被②16-17頁、被④7頁]（乙6:15頁、乙81:2頁）

(6)〈事・失〉原告は平成２２（２０１０）年４月１４日付け内容証明郵便で、本件賃貸借契約を解除することを〈東鳴川Ｃ〉に通知し、同郵便は翌１５日に配達された。
[被①18頁、被②15頁、被④7頁]（甲5:6頁）

(7)〈事・失〉本件土地１の掘削をめぐる裁判において、裁判所は本件賃貸借契約の解除が無効となったとの判断は示していない。
[被④6-7頁]（甲5、甲6）

(8)〈事・失〉原告は、本件賃貸借契約の解除を通知した平成２２（２０１０）年４月ごろまでに、本件土地１において本件賃貸借契約の目的とされた「畜産業（牛の放牧）」を営むことを断念し
た。実際その後も本件土地１において牛の放牧は全く行われなかった。
[被②17頁、被④6頁]（甲6:9頁）

(9)〈事〉平成２７（２０１５）年１０月２２日、〈東鳴川Ｃ〉は、被告に対し、原告に勝手をさせないため本件土地１に抵当権をつけてもらったと語った。
[被②15・19頁]

(10)〈事〉原告が〈東鳴川Ｃ〉から聞いたとする「尋常でない打ち明け話」は事実と異なる。
[原①8-9頁、被②17-20頁]（乙80の1乃至2）

(11)〈事〉平成１８（２００６）年１１月ごろに、〈東鳴川Ｃ〉と、本件土地１隣接地所有者らが、土地不譲渡確約書を交わし、その際、土地を貸さないことについても約束していた。
[被②18・24頁、被④10-11頁]（乙80の1乃至2）

(12)〈事〉令和元（２０１９）年５月ごろ、〈東鳴川Ｃ〉が本件土地１売却を前向きに検討するようになったのだとすれば、原告が〈東鳴川Ｃ〉に好条件を示したことが、その理由だと考えられる
。
[原①9頁、被②20-21頁]

(13)〈事・失〉本件土地１裁判確定後、〈東鳴川Ｃ〉が原告から賃料を受け取ることを拒否していたにも拘わらず、原告はこれに対抗して賃料の供託を再開したとは主張していない。
[原①8頁、被②21頁]

(14)〈事〉令和元（２０１９）年８月８日付けの領収書は、本件賃貸借契約の規定と異なり、賃貸借期間が年末ごとに区切られているため、これら領収書を本件賃貸借契約が継続していた証拠とみ
なすことはできない。
[被②21-22頁]（甲12の1乃至3）

(15)〈事〉売却交渉成立後に追加で支払われた賃料に、本件賃貸借契約の継続を認定する効力があるとは、到底考えられない。
[被④8-9頁]（甲12の1乃至3）

(16)〈事〉平成２７（２０１５）年１０月２２日、〈東鳴川Ｃ〉は、被告の聞き取りに対し、平成２１（２００９）年には契約は解消されたと明言した。その後も、〈東鳴川Ｃ〉が、被告の聞き取
りに対し、本件賃貸借契約が継続しているとの認識を示したことはない。
[被①18-19頁、被②14-17頁]

(17)〈事〉〈東鳴川Ｃ〉は、被告のほか、〈加茂町Ｂ〉と木津川市議〈木津川市議Ｐ〉に対しても、本件土地１売却の事情を語っているが、その内容はいずれも本件賃貸借契約が継続していたこと
を前提としないものであった。
[被④8-9頁]

(18)〈事・失〉原告は、本件御通知書においては、本件賃貸借契約が存在し、かつ、同契約が継続しているとは主張していない。
[被①19頁]（乙1）

「山林侵奪　他人地占拠」（2頁表題）

「2003年頃他人の山林を掘削・侵奪し、そ
の後も不法掘削した他人地を実質的に占拠
し続けています」（2頁本文1行目～3行目）

村田養豚場に本件土
地１の占有権原がな
いことを認識してい
たこと、または、認
識すべきであったこ
と

意見ないし論評

※ただし「摘示事項」に該当しない。

「2009年には、村田氏と東鳴川のＣさんと
の山林賃貸借契約はどのような解釈によっ
ても解消しています」（9頁本文5行目～6行
目）

(4)乃至 (18)
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「村田養豚場（村田畜産/村田商店）
は、2003年頃他人の山林を侵奪し、その後
も50匹あまりの犬を放し飼いにしたり通行
人を恫喝するなどして、不法掘削した他人
地と敷地周辺の公道を実質的に占拠し続け
ています」（1頁本文3行目～6行目）
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村田養豚場が、本件
土地２，３について
、越境行為を行った
こと

「…山林を侵奪し、」
→意見ないし論評

「その後も…恫喝するなどして、」
→事実の摘示

「不法掘削…占拠し続けています」
→意見ないし論評

(19)〈事・失〉〈村田商店代表乙の父〉の掘削当時にも、境界に関する合意は存在した。
[被④27頁]

(20)〈事・失〉原告は不法掘削はなかったと主張するが、これは、元々の本件境界が掘削域の外縁もしくはその外側にあると主張していることと同義である。しかし、元々の本件境界が掘削域の外
縁もしくはその外側にあることはあり得ない。
[被②33-34頁]（乙83:8-11,30-31頁、乙84の1、乙85、甲13、乙86、乙87、乙88の1乃至5、乙111の2、乙112の1乃至2、乙113）

(21)〈事・失〉元々の本件境界は、昭和５８（１９８３）年に確定した赤田川南岸府県境点から、東北東に緩やかなカーブを描きながら109mほど稜線を辿り、本件土地２と東鳴川町５０１の境界
である北へ上る稜線に接続していたと考えられるが、原告の掘削域は明らかに元々の本件境界を越境している。
[被②27-35頁、被④22-25頁]（乙83:8-11,30-31頁、乙84の1、乙85、甲13、乙86、乙87、乙88の1乃至5、乙111の2、乙112の1乃至2、乙113）

(22)〈事〉添上郡鳴川村実測全図の村界には実測値が記載されており、比較的信頼できる。
[被②27-35頁、被④22-25頁]（乙86、乙88の1乃至5、乙112の1乃至2、乙113）

(23)〈失〉山林掘削時、〈村田商店代表乙の父〉が「古図」という、土地境界を判断する上で重要な資料を持ち合わせていた可能性がある。
[被②29-30頁]（甲13）

(24)〈事・失〉〈村田商店代表乙の父〉は、越境して山林を掘削していると、〈加茂町Ｂ〉らから複数回にわたって抗議を受けていた。
[被②23頁]（甲5:6頁、甲6:7頁）

(25)〈事・失〉〈加茂町Ｂ〉らは刑事告訴の告訴状において、平成１６（２００４）年４月２８日に、〈加茂町Ｂ〉らが現地で〈村田商店代表乙の父〉に抗議した際、〈村田商店代表乙の父〉が口
頭では工事の中止を了解したことや、平成１７（２００５）年２月２５日に、〈村田商店代表乙の父〉の代理人が、やはり掘削の中止と堆積物の撤去で合意していたことを指摘している。
[被②23頁]（乙82:2頁）

(26)〈事・失〉本件原確定は元々の本件境界を表す線としても、概ね妥当である。
[被②38頁、被④26頁]（乙88の3乃至5、乙112の1）

(27)〈事・失〉そもそも、原告が本件賃貸借契約の解除を通知して以降、原告が本件土地１を取得した令和元（２０１９）年８月末までの間、原告が本件土地１を使用することに正当性がなかった
。したがって、その間に原告が赤田川より北の土地に設置していたものは、本件境界がどこかあるかに拘らず、他人地を不法に占拠していた。
（乙3:1頁=被告の主張として）

(28)〈事・失〉本件境界については、平成１８（２００６）年に土地境界確定図が作成されたものの、原告の掘削により全ての境界杭が失われたため、平成１９（２００７）年に、当時の本件土地
１所有者及び本件土地２共同所有者らが同意して、本件原確定に、本件境界が府県境の確定線として書き込まれた。
[被④12-13頁]（乙104、乙81の1乃至5）

(29)〈事・失〉本件原確定境界は、本件境界に関する、本件土地２共同所有者らと本件土地１前所有者〈東鳴川Ｃ〉との合意を表す。このことは、本件原確定に際し隣接所有者全員から同意書が提
出されていることからも、明らかである。
[被②36-39頁、被④16頁]（乙6:4頁、乙27:7-8頁、乙83:5-6頁、乙88の3乃至5、乙112、甲7の1）

(30)〈事・失〉本件原確定が、原告の違法行為をやめさせるため、京都府警の捜査に協力する形で確定されたという経緯を鑑みれば、原告には、当時の隣接土地所有者が同意した、原確定の境界線
を尊重する道義的責任がある。
[被①10-14・27-28頁]（乙6:4頁）

(31)〈事・失〉本件記事が公開された平成２８（２０１６）年６月時点においては、本件原確定は修正されていない。
[被④36頁]（甲7の3）

(32)〈事・失〉原告は本件原確定境界を越境して本件土地2にコンテナ等を設置している。
[被①31頁]（甲2:2-3頁地図、乙32、乙88の3、乙112の1）

(33)〈事〉本件原確定から本件境界が削除された理由は、木津川市の手続きに不足があったとされたためで、境界が未確定だからではない。
[被①19-20頁]（甲7の1乃至2、乙25:1頁、乙27:2頁・別紙2頁、乙28:2頁、乙115）

(34)〈事〉平成３０（２０１８）年３月ごろから、原告は排水設備改修の交換条件として、木津川市に本件原確定の修正を要求しているが、奈良市から十分な協力を得られていないにも拘らず、木
津川市が修正に踏み切ったのは、こうした原告の強い働きかけがあったためだと考えられる。
[被①14-17・23-27頁]（乙21:1頁、乙22、乙23:2頁、乙26、乙27別紙1頁）

(35)〈事〉本件原確定の修正は、隣接所有者の同意書を得ずに行われた。これは木津川市の規程を逸脱する手続きだったと考えられるが、木津川市は、改めて確定手続きを行うことを前提に一旦修
正するものであるので問題はないとした。
[被①20-23頁]（甲7の1乃至2、乙25、乙27-2頁・別紙2頁、乙28-2頁、乙76:2頁、乙77:1頁、乙30-補充理由説明書1頁）

(36)〈事〉原告は奈良市を通じ、木津川市に対して、二度にわたり本件原確定の修正を要求しているが、二度目の修正要求においても、原告は掘削域の中にある確定点１０８及び２０２の削除を求
めていない。したがって原告は、少なくとも現在は、越境して掘削したことを認めている。
[被②35-36頁]（甲7の4、乙28:5-6頁）

(37)〈事〉被告は、平成３０（２０１８）年１１月２８日に、木津川市からメールで本件原確定が修正された旨を周知されたが、当該メールに「指示」と呼べるような記述はなかった。
 [被①21頁、訴状7頁、被②8頁]（甲8） 

(38)〈事〉木津川市と奈良市は、令和元（２０１９）年１２月２３日に、再確定に関する協議を行った。このとき木津川市は、「点番号２０１が、両地権者で確認した点である」として、本件原確
定境界に従い、点番号２０１を動かさずそのまま再確定する方針を説明しているが、奈良市はそれを了解している。
[被④13-14頁]（乙105:2頁）

(39)〈事〉令和２（２０２０）年３月１１日、木津川市は、本件再確定に係る現地立ち会いにおいて、当時の隣接所有者が確認したものであることを根拠に、木津川市道の府県境点を、原確定のま
ま復元すると説明した。
[被④15頁]（乙108:2頁、乙115:1頁）

(40)〈事・失〉〈加茂町Ｂ〉らは、経済的にも精神的にも負担が大きすぎるため民事訴訟は提起しなかったが、原告の代替わりによって、原告の態度が変わることに期待し、機会を捉えては、口頭
で原告の説得を試みていた。
[被②24-27頁]

(41)〈事〉令和元（２０１９）年１０月から、原告は本件原確定境界を越境して防護柵を設置することを認めるよう本件土地２共同所有者らに求め、令和元（２０１９）年１月には一方的に防護柵
を設置したが、これに対し〈加茂町Ｂ〉ら本件土地２共同所有者は、防護柵の越境を明確に拒否する内容証明郵便を原告に送っている。
[被②25-27頁、被④13頁]（乙84の1乃至5, 乙107:3-4頁）

(42)〈事〉本件土地１と本件土地２の土地境界に争いがあることが明らかになったのは、原告が本訴訟を提起した後、原告が本件土地１を取得し、本件土地２共同所有者らに対し、本件原確定境界
を越境して防護柵を設置することを認めるよう求めて以降である。本件土地１前所有者の〈東鳴川Ｃ〉と本件土地２共同所有者らとの間に土地境界に関する争いはなかった。
[被②25-27頁、被④12-13・16-17頁]（乙84の1乃至5, 乙107:3-4頁）

43)〈事〉令和元（２０１９）年１２月２７日、奈良県は「自分の土地で明らかな位置に張るのはどうか」と原告に提案した。また、木津川市も「平成１９（２００７）年確定の所に柵を張るので
あれば、隣接地権者は異議がないと思う」と指摘した。
[被④14頁]（乙106）

(44)〈事〉令和２（２０２０）年３月中頃、奈良県畜産課長溝杭は〈加茂町Ｂ〉に電話をして「防護柵のあるところまで土地を売る気はないか」と持ちかけた。この発言は、本件土地２共同所有者
らが主張するとおり、本件原確定境界が正当な土地境界であることを前提とするものである。
[被④15頁]（乙115:2頁）

(45)〈事〉令和２（２０２０）年１月、原告は、本件土地２に越境して設置しているものを全て取り囲む形で防護柵の設置を強行したが、この防護柵の位置は赤田川南岸に存在したという既設金属
鋲の位置を根拠としているようにも見える。しかし、その既設金属鋲は本来の位置にないことが木津川市によって確認されており、境界損壊罪の関与が疑われる。
[被④18-22頁、原①10-12頁]（乙107、乙109、乙110）

(46)〈事〉原告の本件境界に関する主張は矛盾しており、何ら具体的境界線の提案を伴わないため、信用するに値しない。
[原①10-12頁、被②39-40頁、被④17頁]（乙84の1）

(47)〈事・失〉裁判所は、〈村田商店代表乙の父〉が「民事調停の申立てを行い、正当な権利者として行動をとって」いたと認定しているが、これは当該民事調停のあった平成１９（２００７）年
９月時点においても、〈村田商店代表乙の父〉が本件賃貸借契約の借主として行動していたことを認定したもので、民事調停における〈村田商店代表乙の父〉の主張が正当であったと認めるもので
はない。
[被④25頁]（甲5:6-7頁）

(48)〈事〉被告は、村田養豚場の体質が大きく変化した嚆矢として、本件記事の最初に、原告による山林掘削問題を記載した。
[被④27頁]

(49)〈事〉本件記事のFACT.1に、〈村田商店代表乙の父〉の「不法行為責任」について触れた箇所はない。
[被②23頁]（甲2）

（10）〈村田商店代表乙の父〉が、本件土地２
，３を掘削したのは、平成１６年夏からである
が、平成１９年の年末頃までには、検察官の指
導を受けて掘削工事を中止している。従って、
〈村田商店代表乙の父〉の掘削は、被告の主張
する境界合意ができる前の掘削である。

（11）〈村田商店代表乙の父〉が掘削した土地
は、平成１４年１月上旬、借地契約設定時に、
当時の本件土地１の所有者であった亡〈東鳴川
Ｃの亡父〉の土地の指示の範囲であった。この
とき、〈東鳴川Ｃの亡父〉は、村田とともに歩
いて、林相を示しつつ、境界を指示した。被告
の主張する合意が、〈東鳴川Ｃ〉関与のもと、
その父・〈東鳴川Ｃの亡父〉の境界指示と違う
内容で合意されたならば、その合意内容自体が
真実の境界として信用できるものではなない。

（12）被告の主張する、合意による境界線は、
直線であって、山林の境界としてはあり得ない
境界線であるから真実の境界線を示すものでは
ない。

（13）そもそも、山林の境界は複雑かつ不明瞭
であり、当事者の合意だけで決まるものではな
い。

（14）木津川市作成の市有土地境界確定図は、
修正されており、境界図としての根拠は喪失し
ている。

（15）被告の主張する航空写真や各種図面を重
ね合わせた境界主張は占有状況と不一致で、境
界確定のための証拠価値がない。

（16）そもそも、本件土地１と本件土地２，３
土地の境界は、本件土地１の所有者である村田
晶と本件土地２、３の所有者が境界確定訴訟に
おいて確定されなければならず、それがなされ
ていない以上、境界は未確定である。

（17）不法掘削、不法侵奪と評価するには、主
観面において、原告の故意・過失が必要である
が、上記の通り、〈村田商店代表乙の父〉は、
当時の所有者兼賃貸人であった亡〈東鳴川Ｃの
亡父〉の指示通りの範囲で掘削していたことが
、民事裁判でも認められている。よって、仮に
、境界を逸脱しての掘削があったのだとすれば
、その責任は、当時の所有者兼賃貸人である〈
東鳴川Ｃの亡父〉にあるのであって、原告、〈
村田商店代表乙の父〉に故意過失はない。

（18）不動産侵奪罪につき、検察庁は、不起訴
処分にしている。

（19）不動産侵奪の被害者であるはずの本件土
地２、３の所有者らは、原告に対して、損害賠
償請求訴訟を提訴せず、その権利は、本件記事
掲載前に、とっくに時効消滅している。

甲5

「これら村田養豚場による不法行為や迷惑
行為」（1頁本文8行目～9行目）
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「これら村田養豚場による不法行為や迷惑
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土地２，３について
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(19)〈事・失〉〈村田商店代表乙の父〉の掘削当時にも、境界に関する合意は存在した。
[被④27頁]

(20)〈事・失〉原告は不法掘削はなかったと主張するが、これは、元々の本件境界が掘削域の外縁もしくはその外側にあると主張していることと同義である。しかし、元々の本件境界が掘削域の外
縁もしくはその外側にあることはあり得ない。
[被②33-34頁]（乙83:8-11,30-31頁、乙84の1、乙85、甲13、乙86、乙87、乙88の1乃至5、乙111の2、乙112の1乃至2、乙113）

(21)〈事・失〉元々の本件境界は、昭和５８（１９８３）年に確定した赤田川南岸府県境点から、東北東に緩やかなカーブを描きながら109mほど稜線を辿り、本件土地２と東鳴川町５０１の境界
である北へ上る稜線に接続していたと考えられるが、原告の掘削域は明らかに元々の本件境界を越境している。
[被②27-35頁、被④22-25頁]（乙83:8-11,30-31頁、乙84の1、乙85、甲13、乙86、乙87、乙88の1乃至5、乙111の2、乙112の1乃至2、乙113）

(22)〈事〉添上郡鳴川村実測全図の村界には実測値が記載されており、比較的信頼できる。
[被②27-35頁、被④22-25頁]（乙86、乙88の1乃至5、乙112の1乃至2、乙113）

(23)〈失〉山林掘削時、〈村田商店代表乙の父〉が「古図」という、土地境界を判断する上で重要な資料を持ち合わせていた可能性がある。
[被②29-30頁]（甲13）

(24)〈事・失〉〈村田商店代表乙の父〉は、越境して山林を掘削していると、〈加茂町Ｂ〉らから複数回にわたって抗議を受けていた。
[被②23頁]（甲5:6頁、甲6:7頁）

(25)〈事・失〉〈加茂町Ｂ〉らは刑事告訴の告訴状において、平成１６（２００４）年４月２８日に、〈加茂町Ｂ〉らが現地で〈村田商店代表乙の父〉に抗議した際、〈村田商店代表乙の父〉が口
頭では工事の中止を了解したことや、平成１７（２００５）年２月２５日に、〈村田商店代表乙の父〉の代理人が、やはり掘削の中止と堆積物の撤去で合意していたことを指摘している。
[被②23頁]（乙82:2頁）

(26)〈事・失〉本件原確定は元々の本件境界を表す線としても、概ね妥当である。
[被②38頁、被④26頁]（乙88の3乃至5、乙112の1）

(27)〈事・失〉そもそも、原告が本件賃貸借契約の解除を通知して以降、原告が本件土地１を取得した令和元（２０１９）年８月末までの間、原告が本件土地１を使用することに正当性がなかった
。したがって、その間に原告が赤田川より北の土地に設置していたものは、本件境界がどこかあるかに拘らず、他人地を不法に占拠していた。
（乙3:1頁=被告の主張として）

(28)〈事・失〉本件境界については、平成１８（２００６）年に土地境界確定図が作成されたものの、原告の掘削により全ての境界杭が失われたため、平成１９（２００７）年に、当時の本件土地
１所有者及び本件土地２共同所有者らが同意して、本件原確定に、本件境界が府県境の確定線として書き込まれた。
[被④12-13頁]（乙104、乙81の1乃至5）

(29)〈事・失〉本件原確定境界は、本件境界に関する、本件土地２共同所有者らと本件土地１前所有者〈東鳴川Ｃ〉との合意を表す。このことは、本件原確定に際し隣接所有者全員から同意書が提
出されていることからも、明らかである。
[被②36-39頁、被④16頁]（乙6:4頁、乙27:7-8頁、乙83:5-6頁、乙88の3乃至5、乙112、甲7の1）

(30)〈事・失〉本件原確定が、原告の違法行為をやめさせるため、京都府警の捜査に協力する形で確定されたという経緯を鑑みれば、原告には、当時の隣接土地所有者が同意した、原確定の境界線
を尊重する道義的責任がある。
[被①10-14・27-28頁]（乙6:4頁）

(31)〈事・失〉本件記事が公開された平成２８（２０１６）年６月時点においては、本件原確定は修正されていない。
[被④36頁]（甲7の3）

(32)〈事・失〉原告は本件原確定境界を越境して本件土地2にコンテナ等を設置している。
[被①31頁]（甲2:2-3頁地図、乙32、乙88の3、乙112の1）

(33)〈事〉本件原確定から本件境界が削除された理由は、木津川市の手続きに不足があったとされたためで、境界が未確定だからではない。
[被①19-20頁]（甲7の1乃至2、乙25:1頁、乙27:2頁・別紙2頁、乙28:2頁、乙115）

(34)〈事〉平成３０（２０１８）年３月ごろから、原告は排水設備改修の交換条件として、木津川市に本件原確定の修正を要求しているが、奈良市から十分な協力を得られていないにも拘らず、木
津川市が修正に踏み切ったのは、こうした原告の強い働きかけがあったためだと考えられる。
[被①14-17・23-27頁]（乙21:1頁、乙22、乙23:2頁、乙26、乙27別紙1頁）

(35)〈事〉本件原確定の修正は、隣接所有者の同意書を得ずに行われた。これは木津川市の規程を逸脱する手続きだったと考えられるが、木津川市は、改めて確定手続きを行うことを前提に一旦修
正するものであるので問題はないとした。
[被①20-23頁]（甲7の1乃至2、乙25、乙27-2頁・別紙2頁、乙28-2頁、乙76:2頁、乙77:1頁、乙30-補充理由説明書1頁）

(36)〈事〉原告は奈良市を通じ、木津川市に対して、二度にわたり本件原確定の修正を要求しているが、二度目の修正要求においても、原告は掘削域の中にある確定点１０８及び２０２の削除を求
めていない。したがって原告は、少なくとも現在は、越境して掘削したことを認めている。
[被②35-36頁]（甲7の4、乙28:5-6頁）

(37)〈事〉被告は、平成３０（２０１８）年１１月２８日に、木津川市からメールで本件原確定が修正された旨を周知されたが、当該メールに「指示」と呼べるような記述はなかった。
 [被①21頁、訴状7頁、被②8頁]（甲8） 

(38)〈事〉木津川市と奈良市は、令和元（２０１９）年１２月２３日に、再確定に関する協議を行った。このとき木津川市は、「点番号２０１が、両地権者で確認した点である」として、本件原確
定境界に従い、点番号２０１を動かさずそのまま再確定する方針を説明しているが、奈良市はそれを了解している。
[被④13-14頁]（乙105:2頁）

(39)〈事〉令和２（２０２０）年３月１１日、木津川市は、本件再確定に係る現地立ち会いにおいて、当時の隣接所有者が確認したものであることを根拠に、木津川市道の府県境点を、原確定のま
ま復元すると説明した。
[被④15頁]（乙108:2頁、乙115:1頁）

(40)〈事・失〉〈加茂町Ｂ〉らは、経済的にも精神的にも負担が大きすぎるため民事訴訟は提起しなかったが、原告の代替わりによって、原告の態度が変わることに期待し、機会を捉えては、口頭
で原告の説得を試みていた。
[被②24-27頁]

(41)〈事〉令和元（２０１９）年１０月から、原告は本件原確定境界を越境して防護柵を設置することを認めるよう本件土地２共同所有者らに求め、令和元（２０１９）年１月には一方的に防護柵
を設置したが、これに対し〈加茂町Ｂ〉ら本件土地２共同所有者は、防護柵の越境を明確に拒否する内容証明郵便を原告に送っている。
[被②25-27頁、被④13頁]（乙84の1乃至5, 乙107:3-4頁）

(42)〈事〉本件土地１と本件土地２の土地境界に争いがあることが明らかになったのは、原告が本訴訟を提起した後、原告が本件土地１を取得し、本件土地２共同所有者らに対し、本件原確定境界
を越境して防護柵を設置することを認めるよう求めて以降である。本件土地１前所有者の〈東鳴川Ｃ〉と本件土地２共同所有者らとの間に土地境界に関する争いはなかった。
[被②25-27頁、被④12-13・16-17頁]（乙84の1乃至5, 乙107:3-4頁）

43)〈事〉令和元（２０１９）年１２月２７日、奈良県は「自分の土地で明らかな位置に張るのはどうか」と原告に提案した。また、木津川市も「平成１９（２００７）年確定の所に柵を張るので
あれば、隣接地権者は異議がないと思う」と指摘した。
[被④14頁]（乙106）

(44)〈事〉令和２（２０２０）年３月中頃、奈良県畜産課長溝杭は〈加茂町Ｂ〉に電話をして「防護柵のあるところまで土地を売る気はないか」と持ちかけた。この発言は、本件土地２共同所有者
らが主張するとおり、本件原確定境界が正当な土地境界であることを前提とするものである。
[被④15頁]（乙115:2頁）

(45)〈事〉令和２（２０２０）年１月、原告は、本件土地２に越境して設置しているものを全て取り囲む形で防護柵の設置を強行したが、この防護柵の位置は赤田川南岸に存在したという既設金属
鋲の位置を根拠としているようにも見える。しかし、その既設金属鋲は本来の位置にないことが木津川市によって確認されており、境界損壊罪の関与が疑われる。
[被④18-22頁、原①10-12頁]（乙107、乙109、乙110）

(46)〈事〉原告の本件境界に関する主張は矛盾しており、何ら具体的境界線の提案を伴わないため、信用するに値しない。
[原①10-12頁、被②39-40頁、被④17頁]（乙84の1）

(47)〈事・失〉裁判所は、〈村田商店代表乙の父〉が「民事調停の申立てを行い、正当な権利者として行動をとって」いたと認定しているが、これは当該民事調停のあった平成１９（２００７）年
９月時点においても、〈村田商店代表乙の父〉が本件賃貸借契約の借主として行動していたことを認定したもので、民事調停における〈村田商店代表乙の父〉の主張が正当であったと認めるもので
はない。
[被④25頁]（甲5:6-7頁）

(48)〈事〉被告は、村田養豚場の体質が大きく変化した嚆矢として、本件記事の最初に、原告による山林掘削問題を記載した。
[被④27頁]

(49)〈事〉本件記事のFACT.1に、〈村田商店代表乙の父〉の「不法行為責任」について触れた箇所はない。
[被②23頁]（甲2）

（10）〈村田商店代表乙の父〉が、本件土地２
，３を掘削したのは、平成１６年夏からである
が、平成１９年の年末頃までには、検察官の指
導を受けて掘削工事を中止している。従って、
〈村田商店代表乙の父〉の掘削は、被告の主張
する境界合意ができる前の掘削である。

（11）〈村田商店代表乙の父〉が掘削した土地
は、平成１４年１月上旬、借地契約設定時に、
当時の本件土地１の所有者であった亡〈東鳴川
Ｃの亡父〉の土地の指示の範囲であった。この
とき、〈東鳴川Ｃの亡父〉は、村田とともに歩
いて、林相を示しつつ、境界を指示した。被告
の主張する合意が、〈東鳴川Ｃ〉関与のもと、
その父・〈東鳴川Ｃの亡父〉の境界指示と違う
内容で合意されたならば、その合意内容自体が
真実の境界として信用できるものではなない。

（12）被告の主張する、合意による境界線は、
直線であって、山林の境界としてはあり得ない
境界線であるから真実の境界線を示すものでは
ない。

（13）そもそも、山林の境界は複雑かつ不明瞭
であり、当事者の合意だけで決まるものではな
い。

（14）木津川市作成の市有土地境界確定図は、
修正されており、境界図としての根拠は喪失し
ている。

（15）被告の主張する航空写真や各種図面を重
ね合わせた境界主張は占有状況と不一致で、境
界確定のための証拠価値がない。

（16）そもそも、本件土地１と本件土地２，３
土地の境界は、本件土地１の所有者である村田
晶と本件土地２、３の所有者が境界確定訴訟に
おいて確定されなければならず、それがなされ
ていない以上、境界は未確定である。

（17）不法掘削、不法侵奪と評価するには、主
観面において、原告の故意・過失が必要である
が、上記の通り、〈村田商店代表乙の父〉は、
当時の所有者兼賃貸人であった亡〈東鳴川Ｃの
亡父〉の指示通りの範囲で掘削していたことが
、民事裁判でも認められている。よって、仮に
、境界を逸脱しての掘削があったのだとすれば
、その責任は、当時の所有者兼賃貸人である〈
東鳴川Ｃの亡父〉にあるのであって、原告、〈
村田商店代表乙の父〉に故意過失はない。

（18）不動産侵奪罪につき、検察庁は、不起訴
処分にしている。

（19）不動産侵奪の被害者であるはずの本件土
地２、３の所有者らは、原告に対して、損害賠
償請求訴訟を提訴せず、その権利は、本件記事
掲載前に、とっくに時効消滅している。

甲5

「山林侵奪　他人地占拠」（2頁表題）

「2003年頃他人の山林を掘削・侵奪し、そ
の後も不法掘削した他人地を実質的に占拠
し続けています」（2頁本文1行目～3行目）

「村田養豚場（村田畜産/村田商店）は、赤
田川北側の他人の山林を無断で削る事件を
起こしました。村田養豚場の敷地は上図の
ようになっており、削られた山林は全て他
人の土地です」（3頁本文2行目～4行目）

(50)〈事〉(19)乃至(26)の通り、本件土地2及び本件土地3は無断で掘削された。本件土地1についても、事前に貸主の確認を十分に受けなかったという意味で、無断で掘削されたと言える。
[被②13頁]

(51)〈事〉削られた土地は全て他人の土地である。
（乙83:12-18頁登記簿）

村田養豚場の越境行
為について認識して
いたこと、または、
認識すべきであった
こと

「京都府木津川市側のＡさんＢさんは完全
に巻き添えで山林を破壊され」（3頁本文9
行目）

(19)乃至 (49)

「2005年ＡさんＢさんらは村田養豚場（村
田畜産/村田商店）を刑事告訴しました」（
3頁本文10行目）

(52)〈事〉〈加茂町Ｂ〉らは平成17（2005）年8月に山林掘削を木津警察署に告発している。さらに平成19（2007）3月には、〈村田商店代表乙の父〉を刑事告訴した。
（乙6:1頁,乙82）
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（10）〈村田商店代表乙の父〉が、本件土地２
，３を掘削したのは、平成１６年夏からである
が、平成１９年の年末頃までには、検察官の指
導を受けて掘削工事を中止している。従って、
〈村田商店代表乙の父〉の掘削は、被告の主張
する境界合意ができる前の掘削である。

（11）〈村田商店代表乙の父〉が掘削した土地
は、平成１４年１月上旬、借地契約設定時に、
当時の本件土地１の所有者であった亡〈東鳴川
Ｃの亡父〉の土地の指示の範囲であった。この
とき、〈東鳴川Ｃの亡父〉は、村田とともに歩
いて、林相を示しつつ、境界を指示した。被告
の主張する合意が、〈東鳴川Ｃ〉関与のもと、
その父・〈東鳴川Ｃの亡父〉の境界指示と違う
内容で合意されたならば、その合意内容自体が
真実の境界として信用できるものではなない。

（12）被告の主張する、合意による境界線は、
直線であって、山林の境界としてはあり得ない
境界線であるから真実の境界線を示すものでは
ない。

（13）そもそも、山林の境界は複雑かつ不明瞭
であり、当事者の合意だけで決まるものではな
い。

（14）木津川市作成の市有土地境界確定図は、
修正されており、境界図としての根拠は喪失し
ている。

（15）被告の主張する航空写真や各種図面を重
ね合わせた境界主張は占有状況と不一致で、境
界確定のための証拠価値がない。

（16）そもそも、本件土地１と本件土地２，３
土地の境界は、本件土地１の所有者である村田
晶と本件土地２、３の所有者が境界確定訴訟に
おいて確定されなければならず、それがなされ
ていない以上、境界は未確定である。

（17）不法掘削、不法侵奪と評価するには、主
観面において、原告の故意・過失が必要である
が、上記の通り、〈村田商店代表乙の父〉は、
当時の所有者兼賃貸人であった亡〈東鳴川Ｃの
亡父〉の指示通りの範囲で掘削していたことが
、民事裁判でも認められている。よって、仮に
、境界を逸脱しての掘削があったのだとすれば
、その責任は、当時の所有者兼賃貸人である〈
東鳴川Ｃの亡父〉にあるのであって、原告、〈
村田商店代表乙の父〉に故意過失はない。

（18）不動産侵奪罪につき、検察庁は、不起訴
処分にしている。

（19）不動産侵奪の被害者であるはずの本件土
地２、３の所有者らは、原告に対して、損害賠
償請求訴訟を提訴せず、その権利は、本件記事
掲載前に、とっくに時効消滅している。

「村田養豚場（村田畜産/村田商店）他人地
で野焼きを繰り返し、農場主が現行犯逮捕
されています」（4頁本文2行目～3行目）

事実の摘示

※ただし「摘示事項」に該当しない。

(53)〈事〉「ケ」「コ」は本件記事では一続きの文章である。本件記事の文章では、野焼きでは現行犯逮捕された（ケ）が、山を削り取られたことに関する刑事告訴は起訴猶予に終わった（コ）と
言う文脈となっている。
[被②40頁]（甲2:3頁）

「しかし、山林を削り取られたＡさんＢさ
んらによる刑事告訴はなぜか起訴猶予に終
わりました」（4頁本文3行目～4行目）

(54)〈事〉被告が「起訴猶予に終わった」と記載した根拠は、木津川市議会での質問による。
[被④27頁]（乙6:10頁）

(55)〈事〉このころ関係者の間で、刑事告訴が当然起訴に至るであろうと期待されていたことは、木津川市建設部長が「期待をしていた」と述べていることにも表れている。
[被②41頁]（甲2:3頁）


